
第１５回小委員会までに提起された諸論点について 

第16回2013年以降の対策・施策に   
関する検討小委員会 

2012年４月19日 

資料２ 



CCS Readyについて 
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現行のエネルギー基本計画におけるCCS Readyの記述 

出典：2013年以降の対策・施策に関する検討小委員会 (2012) エネルギー供給WG現時点でのとりまとめ 

•現行のエネルギー基本計画（平成22年6月）においては、「今後計画される石炭火力の新増設に当たっては、
CCS Readyの導入を検討する」としている。 
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エネルギー供給WGにおけるCCS Readyの記述 

出典：2013年以降の対策・施策に関する検討小委員会 (2012) エネルギー供給WG現時点でのとりまとめ 

• 2013年以降の対策・施策に関する検討小委員会のエネルギー供給ＷＧでは「将来的にCO2を回収・圧縮する設
備の建設を見越して敷地の確保（Capture Ready）を前提としつつ、将来的なCO2回収・貯蔵のため、CCSの商用

化を目指した技術開発を加速するとともに、早期の貯蔵開始に向けた体制整備を図ることが考えらえるのでは
ないか」としている。 
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EUおよび英国におけるCCS Readyに向けた法整備 

EU 
• EU指令（2009/31/EC）では、CO2の地中貯留に着目しつつ、Capture Readyプラントに関するガイダンスを提示。 
•同指令では300MW以上の出力の火力発電所の事業者に対して、1) CO2貯蔵のための用地が適切に確保され
ていること、2) 輸送設備が技術的、経済的に実現可能であること、3) CO2の回収装置の備え付けが技術的・
経済的に可能であることといった条件を満たすことを要求。 

 

英国 
•英国（イングランド・ウェールズ）ではEU指令に基づいて独自にCapture Readyについての用件を設定。 
•具体的な用地面積については、IEA より出されたCO2 回収に関わるレポート「CO2 capture as a factor in power 

plant investment decisions. 2006/8 IEA」を参考に、算出するように要求。 
•事業者はCO2回収装置設置のための十分なスペースがあることを実証する必要があり、プラント建設の申請書
にサイト計画を提出することが求められている。 

    ： Global CCS InstituteICF International (2010) Defining CCS Ready: An Approach to An International Definition 

出典： DECC (2009) Carbon Capture Readiness (CCR): A guidance note for Section 36 Electricity Act 1989 consent applications 

図 IEA報告書に示されるCO2回収技術タイプ別の最低限必要な用地（DECC:2009より作成) 
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*USCPF:超々臨界圧微粉炭発電  **500MWの石炭火力プラントを想定 

CCGT- 
燃焼後回収 

CCGT- 
燃焼前回収 

CCGT- 
酸素燃焼 

USCPF- 
燃焼後回収 

IGCC- 
回収付 

USCPF- 
酸素燃焼 

発電設備 
(m×m) 

170×140 170×140 170×140 400×400 

475×375 

400×400 
 

CO2回収設備 
(m×m) 

250×150 175×150 
80×120 
 

125×75 80×120 

合計の面積 
(m2) 

62,000 50,000 34,000 170,000 180,000 170,000 



参考①：CCS Readyのために必要となる用地面積 

Global CCS Institute のレポートでは、既存プラントをCCS Readyプラントへ改修するために必要な用地として以下の
ような項目を考慮する必要があるとしている。 

・回収プラントおよび関連設備 
・回収プラントからの廃棄物処理および加工施設 
・回収プラントに必要な燃焼排ガス浄化のための追加的設備 
・追加的なボイラおよび熱交換ユニット（必要に応じて） 
・追加的な冷却水ユニット（必要に応じて） 
・回収プラントと既存プラントの統合のための設備 
・建設のための足場 
・CO2圧縮および脱水ユニットおよびCO2パイプライン 

また、既往の研究で示される、必要な用地面積についてレビューを実施し、整理している。 

出典：Global CCS Institute, ICF International (2010) Defining CCS Ready: An Approach to An International Definition 

図 600MWの石炭火力プラントにおいて必要となる用地例 
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参考②：米国環境保護庁の新規発電所に対する二酸化炭素排出規制案について 

 
・米国環境保護庁は、本年3月27日、大気浄化法（Clean Air Act）に基づく新規発電所に対するCO2の排出基準を
提案。 
・これは、CO2を含む温室効果ガスが大気浄化法における大気汚染物質であるという連邦最高裁判所の判決
（2007年4月）、温室効果ガスが公衆衛生の脅威となるという環境保護庁見解（2009年12月）を背景にしたもの。
現在、発電所からの炭素排出量に対する米国内で包括的な基準は無い。 
・ 本提案は、化石燃料を利用する発電所のうち、設備容量25MW以上のものを対象に、１MW時当たり1,000ポン
ド（約454kg）のCO2排出基準を設定するものであり、既存発電所等は対象外。 
・ 天然ガス火力発電所は基本的に本基準を満たすものの、これによって、石炭火力発電所はCCS（二酸化炭素回
収・貯留）のようなCO2削減技術を利用しなくてはならないとされている。 

 
 
 

*本提案に関し、現在、米国環境保護庁は一般から意見の聴取を行っており、今後の予定は不明である。 

図 我が国火力発電所における１MW時当たりCO2排出量 
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石炭 天然ガス 

既設平均 約950kgCO2/MWh 約510kgCO2/MWh 

最新技術 約830kgCO2/MWh 約360kgCO2/MWh 

（出典）エネルギー供給ＷＧ資料 



スマートコミュニティについて 
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スマートコミュニティとは 

出典：NEDO「再生可能エネルギー技術白書」（2010） 

• NEDO「再生可能エネルギー技術白書」（2010）では、スマートコミュニティについて以下のように表記。 
「再生可能エネルギーを大量導入すると共に、IT を活用して電力の需給をバランスさせ、安定的な電気供給を維

持する、「スマートグリッド」の整備が進められている。さらに、エネルギーの有効利用という観点からは、電力だ
けでなく、熱や未利用エネルギーも含めたエネルギーを地域単位で統合的に管理すると共に、交通システムな
ども組み合わせた、「スマートコミュニティ」の実現が期待される。」 

スマートコミュニティのイメージ 
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スマートコミュニティに関連する実証事業等（１） 次世代エネルギー・社会システム実証事業 

出典：経済産業省「次世代エネルギー・社会システム協議会（第１４回）」（2012.2） 

•経済産業省「次世代エネルギー・社会システム協議会」では、4箇所のスマートコミュニティ国内実証地域を2010
年4月に選定。2011年4月より事業を開始。 
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（参考）「次世代エネルギー・社会システム実証事業」の進捗状況 － 北九州市の事例 

出典：経済産業省「次世代エネルギー・社会システム協議会（第１４回）」（2012.2） 

東田地区の機器・システムの整備状況 

11 



スマートコミュニティに関連する実証事業等（２） 次世代エネルギー技術実証事業 

出典：経済産業省「次世代エネルギー・社会システム協議会（第１４回）」（2012.2） 

• 「次世代エネルギー技術実証事業」では、次世代エネルギー・社会システム実証事業の４地域の実証を補完す
る先進的で汎用性の 高い技術の確立や、地域エネルギーの活用等、地域に根付いたスマートコミュニティの実
証 を行う、としている。 
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スマートコミュニティに関連する実証事業等（３） チャレンジ25地域づくり事業 
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スマートコミュニティに関連する実証事業等（４）特区制度等の活用 

国際戦略総合特区 

地域活性化総合特区 

環境未来都市  

環境モデル都市 

茨城県及びつくば市

北海道、札幌市、函館市、帯広
市及び江別市並びに北海道河
東郡音更町、士幌町、上士幌
町及び鹿追町、上川郡新得町
及び清水町、河西郡芽室町、中
札内村及び更別村、広尾郡大
樹町及び広尾町、中川郡幕別
町、池田町、豊頃町及び本別町、
足寄郡足寄町及び陸別町並び
に十勝郡浦幌町

神奈川県、横浜市及
び川崎市

東京都

岐阜県、各務原市、愛知県、名古屋
市、半田市、春日井市、常滑市、小
牧市及び弥富市並びに愛知県西春
日井郡豊山町及び海部郡飛島村

京都府、京都市、大
阪府、大阪市、兵庫
県及び神戸市

札幌市

福岡県、北九州市及
び福岡市

北海道上川郡下川町

秋田県

栃木県

群馬県

さいたま市

柏市

長岡市

静岡県

富山県

伊達市、新潟市、三
条市、見附市、岐阜
市、豊岡市

浜松市

京都府及び京都市

豊田市

兵庫県、洲本市、南
あわじ市及び淡路市

和歌山県

大阪府及び泉佐野市

島根県益田地区

雲南市

岡山県

広島県

山口県、光市及び柳
井市並びに熊毛郡田
布施町

香川県

西条市
大分県、宮崎県

復興特区 岩手県

復興特区 宮城県

岩手県大船渡市、陸前高
田市、住田町、

岩手県釜石市

宮城県岩沼市

宮城県東松島市

福島県南相馬市

福島県新地町

北海道下川町

千葉県柏市

神奈川県横浜市

富山県富山市

福岡県北九州市

京都府京都市

大阪府堺市

長野県飯田市

豊田市

北海道帯広市

熊本県水俣市

沖縄県宮古島市

高知県檮原町

東京都千代田区


